[bookmark: _Toc219225107][bookmark: 仕様書例]仕様書例（経営管理が行われていない人工林、斜面崩壊危険度）
本書で提案した「経営管理が行われていない人工林を抽出する」、「斜面崩壊危険度を判定する」それぞれの地図情報を、市町村などが森林の航空レーザ計測及び森林資源解析業務を外部委託する際に、本書を参照した仕様を指定するための仕様書例「森林の航空レーザ計測及び森林資源解析業務 特記仕様書案」を次ページ以降に示します。
ベースとなる仕様書は、インターネット上に公開されている同様の事業の複数の特記仕様書を参考にして作成した架空のものです。このベース仕様書に、上記の地図情報を納入成果品に含めるための項目を書き加え、または部分修正しました。「経営管理が行われていない人工林を抽出する」の部分は黄色のマーカで、「斜面崩壊危険度を判定する」の部分は水色のマーカで、それぞれ示しています。これらのうち、いずれか片方だけでも委託できます。
それぞれの解析方法については、本書技術編の該当する章を参照するように指示してあるので、仕様書の中で詳細を指定する必要はありません。他の事業成果物の仕様と同様に、対象範囲や成果品のファイル形式、データ形式など、入出力のパラメータを仕様書で指定してください。
この仕様書例をもとに、発注者の様式や地域の事情に合わせて適宜変更し、活用してください。







森林の航空レーザ計測及び森林資源解析業務 特記仕様書案
第1章 総則
第1条 適用範囲
本特記仕様書は、発注者（貴団体名）が発注する「（業務名）」（以下「本業務」という。）に適用する。本業務の実施にあたっては、この特記仕様書、共通仕様書、設計図書及び関係法令等に準拠しなければならない。

第2条 業務目的
本業務は、航空レーザ計測を実施し、その点群データを用いて森林の詳細地形情報（標高、傾斜等）及び森林資源情報（樹高、立木本数、蓄積等）を面的かつ詳細に把握し、安全かつ効率的な森林施業計画（路網線形設計、間伐計画等）の策定に資する基礎データを収集・提供することを目的とする。

第3条 業務対象地
· 業務区域：〇〇市町村内の森林（国有林等を除く民有林を基本とする。）
· 対象面積：約 〇〇〇 km²（〇〇林班～〇〇林班の範囲）
· （補足）具体的な区域については、発注者が別途提示する区域図による。

第4条 履行期間
契約締結日の翌日から 令和〇年〇月〇日までとする。

第2章 業務内容及び技術的要求事項
第5条 航空レーザ計測
1. 計測密度：森林資源解析に必要となる最低〇点/m² 以上を確保すること。[footnoteRef:1] [1:  計測密度は最低4点/m²は必須条件とされている（下記）。しかし、混み合った森林を対象として十分な精度の地形データ（1mメッシュまたはそれより精細）や林冠の情報を取得するためには、より多くの点数（例えば、10点/m²程度）が望ましい。
日本林野測量協会、森林・林業分野における航空レーザ計測積算ハンドブック
https://rinsokyo.sakura.ne.jp/html/handbook-h26.pdf] 

計測時期：葉のない時期（無葉期）に計測すること。（ただし、広葉樹林が多く、適切な無葉期の確保が困難な場合は、監督職員と協議する。）
座標系：測量法に基づく公共座標系（〇〇系）を使用すること。標高は標高の基準（例：東京湾平均海面または指定された水準点）に準拠すること。



第6条 森林地形解析
1. データ補正：航空レーザ点群データから植生を除去し、真の地表面を抽出・分類すること。
数値標高モデル（DEM）の作成：地表面点群データに基づき、〇mメッシュの高精度なDEMを作成すること。[footnoteRef:2] [2:  DEMのメッシュ間隔は、詳細な地形の判読および解析を行うためには、1mまたは0.5m程度が望ましい。これらの精細なメッシュ間隔では、コンピュータによる地形解析（技術編【T-4】、【T-6】など）を行う際に計算負荷が高くなり結果が得られない場合がある（技術編 表 2）。しかし、その場合には精細なDEMを間引き、例えば5m程度まで粗くしてから計算すれば負荷は減り、地形解析と詳細な地形判読とを両立できる。] 

等高線作成：〇m間隔の等高線（補助曲線含む）を作成すること。
山地崩壊危険度点数マップの作成：山地災害危険地区調査実施要領（林野庁、令和4年度版）に基づく山地崩壊危険度点数を、2. で作成したDEMを用い、森林総合研究所「管理優先度の高い民有人工林の抽出と管理のための手引書」技術編T-4、T-5の方法により作成すること。
0次谷マップの作成：2. で作成したDEMを用い、森林総合研究所「管理優先度の高い民有人工林の抽出と管理のための手引書」技術編T-6の方法により作成すること。

第7条 森林資源解析
1. 基本データ：航空レーザ点群データに加え、発注者が提供する森林簿、森林計画図GISデータ、林分収穫表などの資料を収集・整理し、解析の基礎データとすること。
資源情報項目：解析により、以下の森林資源情報を面的に把握し、データ化すること。
1) 樹高（平均樹高、上層木平均樹高など）
2) 立木本数（本数密度、 ha当たり本数）
3) 樹冠疎密度（％）
4) 平均樹冠長率（平均樹冠長を平均樹高で除したもの、％）
5) 管理状態マップ（間伐遅れの恐れのある森林を抽出したもの）
6) 蓄積（ha当たり材積）
7) 林相区分（針葉樹・広葉樹・混交林等の区分）
8) その他（監督職員と協議の上、必要に応じて追加する。）
なお、ハ）、ニ）、ホ)については、森林総合研究所「管理優先度の高い民有人工林の抽出と管理のための手引書」技術編T-1、T-2を参照すること。ホ)を作成するための閾値の設定は監督職員と協議のうえ行うこと。
解析精度：解析結果は、「森林資源データ解析・管理標準仕様書（Ver. 3.0）」等の林野庁が定める基準に準拠した精度を確保すること。



第8条 現地調査（グラウンドトゥルース）
森林資源解析の精度検証のため、〇〇箇所以上の標準地（プロット）を設定し、樹種、樹高、胸高直径（DBH）、枝下高等の現地実測を実施すること。[footnoteRef:3] [3:  航空レーザ計測による計測データの精度検証のための現地調査の点数として基本的には1樹種当たり30点以上が推奨されている。現地調査の地点は、同一樹種でも様々な林齢と様々な立地条件に分散させる必要がある。対象地域の状況によっては30点以上が必要となる場合もありうる。現地調査の点数や方法について、詳しくは以下を参照のこと。森林GISフォーラム、森林資源データ解析・管理標準仕様書 ver.3.0
https://fgis.jp/cloud 
] 


第3章 成果品及び納品
第9条 成果品一覧
本業務の最終成果品として、以下を納入すること。
1. 解析報告書：業務の実施体制、計測方法、解析手法、現地検証結果、解析精度、今後の活用方法等を取りまとめたもの。（紙媒体 〇部、電子媒体 1式）
航空レーザ計測点群データ：
· LAS形式（反射強度等の属性情報を含む）
· 分類済み点群データ（地表面、植生、建物等に分類されたもの）
数値標高モデル（DEM）：
· 〇mメッシュのGeoTIFF形式
山地崩壊危険度点数マップ：
· 〇mメッシュのGeoTIFF形式
0次谷マップ：
· ポリゴンGISデータ（シェープファイル形式またはGeoPackage形式）
森林資源解析結果GISデータ：
· 〇mメッシュのGeoTIFF形式
· 〇mメッシュを小班単位で平均化したポリゴンGISデータ（シェープファイル形式またはGeoPackage形式）
· （項目）：樹高、本数密度、蓄積、林相区分等の解析結果
オルソフォト（正射写真）：
· 計測と同時に取得した空中画像データから作成した高解像度のオルソフォト（GeoTIFF形式）
その他：業務実施過程で作成された各種図面、資料、関係法令等に基づき必要な成果品。



第10条 成果品の著作権及び帰属
本業務の成果品にかかる著作権、所有権及びそれらに係る一切の権利は、発注者（〇〇市町村）に帰属するものとする。受注者は、発注者の許可なく第三者に成果品を複写、公表、貸与又は使用させてはならない。

第4章 その他
第11条 協議
本特記仕様書に記載のない事項、その他疑義が生じた場合は、その都度発注者と受注者が協議の上、発注者の指示に従い業務を遂行するものとする。

第12条 秘密保持
受注者は、本業務の実施により知り得た発注者の機密情報、個人情報及び業務の成果内容を、第三者に漏洩してはならない。


